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と
く
に
、
中
小
零
細
業
者
の
実
態
は
非
常
に
深
刻
で
あ
り
、
速
や
か
に
抜
本
的
対
策
が
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
事
業
所
の
大
半
が
、
い
わ
ゆ
る
都
市
計
画
法
の
市
街
化
調
整
区
域
に
位
置
し
て
い
る
た

め
、
転
廃
業
後
、
事
業
所
跡
地
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
し
か
も
金
融
上
担
保
と
し
て
も
評
価
さ
れ

ず
、
転
廃
業
に
係
る
換
金
性
に
極
め
て
乏
し
い
等
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。 

長
期
構
造
不
況
の
織
物
業
界
は
活
路
開
拓
の
た
め
自
主
努
力
し
て
い
る
が
、
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
加
え
、
円
高
影

響
等
内
外
圧
が
厳
し
く
、
経
営
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
、
転
廃
業
も
余
儀
な
く
さ
れ
、
昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
中
小

企
業
事
業
転
換
対
策
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
設
備
共
同
廃
棄
事
業
が
実
施
さ
れ
て
、
相
当
数
の
廃
業
者
や
転
廃
業

希
望
者
も
い
る
。 
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こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
も
地
元
関
係
業
者
代
表
と
と
も
に
、
さ
る
一
月
九
日
に
は
通
産
大
臣
に
申
入
れ

を
行
い
、
更
に
二
月
五
日
に
は
衆
議
院
予
算
委
員
会
総
括
質
問
で
政
府
の
対
応
策
を
た
だ
し
て
き
た
が
、
再
度
、

政
府
の
積
極
的
な
対
応
を
促
す
た
め
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

都
市
計
画
法
等
に
基
づ
ぐ
市
街
化
調
整
区
域
の
市
街
化
区
域
編
入
等
に
つ
い
て 

3 

大
都
市
の
後
背
地
に
位
置
し
て
い
る
区
域
で
は
住
宅
・
宅
地
需
要
も
相
当
強
い
の
で
、
例
え
ば
賃
貸
住
宅

や
分
譲
住
宅
の
建
設
を
一
定
の
要
件
の
も
と
（
簡
易
下
水
処
理
設
備
の
設
置
等
）
特
例
的
に
認
め
て
は
ど
う

か
。 

2 

近
隣
の
既
成
市
街
地
の
人
口
増
に
対
処
す
る
た
め
、
近
い
将
来
、
市
街
地
化
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ

れ
る
地
区
に
つ
い
て
は
、
市
街
化
区
域
へ
編
入
す
る
よ
う
促
進
し
て
は
ど
う
か
。 

1 

市
街
化
調
整
区
域
内
に
お
け
る
事
業
転
換
措
置
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
都
市
計
画
法
等
に
基
づ
く
開
発

行
為
並
び
に
用
途
変
更
の
制
限
緩
和
の
特
例
措
置
を
設
け
て
は
ど
う
か
。 

四 

 



 

三 

雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
雇
用
改
善
事
業
等
各
種
給
付
金
に
つ
い
て 

二 

健
康
保
険
法
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て 

1 

中
高
年
齢
者
雇
用
開
発
給
付
金
の
支
給
要
件
は
、
現
行
で
は
○イ

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
雇
い
入

れ
た
人
、
○ロ

雇
用
保
険
の
受
給
資
格
者
等
で
公
共
職
業
安
定
所
に
求
人
申
込
み
を
し
た
人
、
と
規
定
し
て
い

る
が
、
小
零
細
業
者
は
公
共
職
業
安
定
所
に
求
人
申
込
み
を
し
て
お
ら
ず
、
事
業
主
の
自
己
採
用
が
ほ
と
ん 

2 

労
働
保
険
事
務
組
合
制
度
と
同
様
な
事
務
組
合
制
度
を
創
設
し
て
小
零
細
業
者
の
人
手
不
足
に
対
処
す
る

と
と
も
に
、
定
着
化
を
図
り
従
業
員
の
福
祉
向
上
を
促
進
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

1 

従
業
員
五
人
未
満
の
小
零
細
業
者
の
多
い
織
物
業
界
に
お
い
て
は
、
健
康
保
険
法
並
び
に
厚
生
年
金
保
険

法
の
適
用
拡
大
措
置
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

4 
将
来
の
公
共
施
設
用
地
と
し
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
遊
休
土
地
の
買

い
取
り
制
度
を
準
用
し
て
買
い
取
つ
て
は
ど
う
か
。 

五 

 



 

○ロ

に
つ
い
て
は
、
最
低
年
齢
を
中
高
年
齢
者
雇
用
開
発
給
付
金
同
様
に
四
十
五
歳
以
上
と
し
て
は
ど
う
か
。 

2 

雇
用
奨
励
金(

高
齢
者
・
心
身
障
害
者
等)
の
支
給
要
件
は
現
行
で
は
、
○イ

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ

り
雇
い
入
れ
た
人
、
○ロ

五
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
人
と
規
定
し
て
い
る
が
、
○イ

に
つ
い
て
は
原
則
と

し
て
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
と
す
る
も
、
事
業
主
の
自
己
採
用
も
事
後
承
認
で
含
め
て
は
ど
う
か
。 

ど
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
は
中
高
年
齢
者
層
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
若
年
労
働
者
不
足
を
中
高
年
齢
者

の
採
用
で
カ
バ
ー
し
て
い
る
。 

○ロ

に
つ
い
て
は
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
者
を
原
則
と
す
る
も
、
事
業
主
自
身
の
求
人
努
力
に
よ
る
採
用
者
も

含
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

従
つ
て
こ
の
際
、
○イ

に
つ
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
を
原
則
と
す
る
も
、
そ
の
事
業
能
力
も
公
共

職
業
安
定
所
へ
出
向
く
こ
と
も
事
欠
く
小
零
細
業
者
に
つ
い
て
は
、
事
後
承
認
制
と
し
て
事
業
主
の
自
己
採

用
者
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 
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七 

右
質
問
す
る
。 


